
【じゅうけいきまん】 

住警器マンとは・・・ 

  平成２０年６月１日より、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が 

義務付けられたことに伴い、火災による死傷者を無くすため、常滑市 

の住宅用火災警報器設置促進を目的として、常滑市消防本部に誕生し 

ました。 

 

（職 務）住宅用火災警報器の普及ＰＲ、防火防災指導 

     また、常滑市内の住宅用火災警報器未設置の住宅に現れる 

¨煙怪人ケムラー¨と戦い、日々常滑の平和を守っている。 

 

（特 徴）ヘルメット 

      黄色いアンテナで常滑市内の火災現場を察知できる。 

     全身スーツ 

      高温にも耐えられる。 

     ブーツ 

      時速８０ｋｍで走れる耐水性ブーツ 

     バックル 

      消防本部と連絡がとれる無線 

     プロテクター 

      胸についた警報器で火災を知らせる。 

 

（必殺技）ファイヤーメガホン 

      市内全域に火災を知らせることができる。 

 


